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 〇議 事 日 程             

  第 １ 一般質問             

                              

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから令和４年余

市町議会第２回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は16名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 
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 なお、近藤議員は通院のため欠席の旨届出があ

りましたことをご報告申し上げます。 

 また、成田建設課長は身内不幸のため本日欠席

の旨届出がありましたので、これを許可したこと

をご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、一般質問を行

います。 

 なお、一般質問は一問一答方式により実施しま

す。発言時間は、質問、答弁を含め45分以内の時

間制限となっており、持ち時間５分前にベルを鳴

らします。 

 それでは、順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号14番、大物議員の発言

を許します。 

〇14番（大物 翔君） 令和４年第２回定例会に

おいて、さきに通告済みの質問１件について答弁

を求めます。よろしくお願いします。 

 都市公園予定地（旧黒川じん芥捨場）について

伺います。町が町営斎場建て替え事業に着手して

６年、これまでのり面の崩落、霊園の墓石傾斜発

生など紆余曲折を経て工事を全て中断し、霊園及

び斜面保全に力を尽くしてきたところです。ここ

で一度話を整理する必要があると考えます。特に

町長が第一候補地と目した都市公園予定地、旧黒

川じんかい捨場がどのような土地なのかを明らか

にすることが重要です。令和３年８月に補正予算

が議決され、現町営斎場のある梅川も含めて７か

所で適地選定調査が行われ、本年２月15日に所管

委員会に報告がなされたところですが、この調査

は地質調査などを含んでおらず、あくまで平面調

査であり、候補地の一つとなった現都市公園予定

地、旧黒川じんかい捨場の地中には何が埋まって

いるのか分からない状態です。町はそれを承知で

責任を持って調査候補地を定め、調査を委託して

いたことが所管委員会での質疑の中でも明らかと

なっています。どうしてそのような詳細が不明な

場所を調査の対象地とし、調査をさせたのか甚だ

疑問です。土地の経過を含めて、以下伺います。 

 １つ、じんかい捨場となる以前の土地の所有者

と土地の種別の歴史的な経過について。 

 ２つ、黒川じんかい捨場としての設置、稼働、

終了年及びごみの投入トン数について。 

 ３つ、聞くところによるとじんかい捨場で閉鎖

後に火災が起きた事例があると聞くが、その有無

について。類似施設で起きていたのであれば、そ

れも併せて。 

 ４つ、稼働終了の際、何メートルほど土をかぶ

せたのか。そもそも東京夢の島のように最初から

将来の利活用を見据えた作業が行われていたのか

どうか。稼働途中で土をかぶせるなど地面を均質

化する作業をしていると思うが、その有無につい

て。 

 ５つ、じんかい捨場になる際の土地の形状は自

然由来のくぼ地を利用したものか、人工的に掘削

したものなのか。自然由来とすれば、周辺に多く

見られる三日月湖が干上がってできたものなの

か。また、自然由来であれ、人工物であれ、普通

であれば設計図面や設置図が存在するのが当たり

前だが、その有無について。 

 ６つ、この土地が都市公園予定地となった経過

について。 

 ７つ、この場所に斎場など重量構造物が建設可

能であると判断できる科学的根拠はあるのか。 

 ８つ、この土地が町営斎場建て替えの適地調査

対象となった理由と経過について。 

 ９つ、町有地の管理を行っているのは役場であ

り、実態を把握しているはずなのに庁舎内で十分

に検討がなされない中で物事が進んできたように

見える。町はどのような根拠で７か所が適地たり

得ると見て調査をさせたのかについて。 

 以上、伺います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に
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答弁いたします。 

 １点目のじんかい捨場となる以前の土地所有者

と土地の歴史的な経過についてですが、以前は農

地や河川敷地であり、民有地であったところは町

が購入し、河川敷地などをじんかい捨場として使

用していたものと思われます。 

 ２点目の黒川じんかい捨場の設置、稼働終了年

及びごみの投入トン数についてですが、昭和36年

に使用開始し、昭和63年７月には許容埋立量が限

界になったことに伴い閉鎖しています。また、投

入トン数につきましては、計量して廃棄している

ものではなかったため記録はありません。 

 ３点目の火災の有無についてですが、閉鎖後当

該施設に起因する火災はありませんでした。なお、

平成元年４月に美園じんかい捨場で火災が発生し

た記録を確認しています。 

 ４点目の覆土についての具体的な記録はありま

せん。 

 ５点目のじんかい捨場になる際の土地について

ですが、自然の地形を利用しているものと思われ

ます。また、当時の設計図面や設置図は残ってい

ませんが、一部じんかい処分をした埋立地の位置

図などが存在しています。 

 ６点目の都市公園予定地になった経過ですが、

昭和36年から昭和63年までじんかい捨場として利

用し、その後公衆衛生の向上を目的として公共下

水道を整備するために当該地区において下水処理

場の建設を検討しましたが、昭和55年に当該地で

の建設を断念し、当該地の有効活用のため将来都

市公園として整備することを念頭に昭和56年に都

市公園区域としたところです。 

 ７点目のこの地が建設可能であると判断できる

科学的根拠についてですが、埋立地の位置図など

から廃棄物が埋められているとは言えないと考え

られますが、今後地質調査など現状の把握をする

ことで明らかにしていくものと考えます。 

 ８点目の調査対象となった理由と経過について

ですが、役場各部署での意見を参考に受託者が現

地調査後町と業者で協議、調査対象としたところ

です。 

 ９点目のどのような根拠で７か所が適地たり得

ると見て調査したのかについてですが、７か所の

候補地を選定する際、建設できる敷地面積を確保

できること、主要な幹線道路に至近していること、

インフラ整備が整っていることを条件に受託者と

町が協議の上、調査対象とし、評価したところで

す。 

〇14番（大物 翔君） 今回ちょっと聞くこと多

いので、順々にやっていきますけれども、まず土

地の所在の話だったのですけれども、民有地と河

川用地が混在しておったと。そして、最終的にど

うやら民有地を買い取る形で進んでいたものと考

えられると。登記簿で確認はなさいましたでしょ

うか。 

 それと、もう一つ、ここの実際投げていた場所

というのは、後から調べてみましたら、水の中に

そのまま水中投棄していたやにも聞くのです。実

は、ここのすぐ隣の場所にもう一つ三日月湖が今

でも残っているのです。そちらは、どうやらまだ

道河川の河川用地になっているようなのです。と

すれば、この実際にごみを投棄していた場所とい

うのも元は河川用地だったのかなと。だから、河

川用地の状態でそのまま捨て続けたのか、そうで

はなくて、買い取るなり協定なり結んで、捨てて

もいいよという形になって捨てていったのか、そ

の辺の経過、明らかにしてもらっていいでしょう

か。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 土地所有の歴史的な経過につきましては、民有

地だったところは余市町の公社が買い取る形で所

有を移転しているというところであります。どの

区域に捨てていたのかに関しては、埋立地の位置

図があるので、それを確認しながらしていくとい
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うことになっています。 

〇14番（大物 翔君） 位置図、あったのですね。

ないのか、ないのかと問われて、分からない、分

からないとずっとこれまできていたけれども、つ

いに見つかったのですね。よかったと思います。

今私の聞き間違いでなければ、公社ということを

ちょこっとおっしゃったかもしれないのだけれど

も、町がじかに買い取ったのではなくて、土地開

発公社的なものが一回買ったのですか。所有の変

遷って結局どうなっているのですか。36年より前

は民有地もあって、最終的に余市町が取得をして、

捨てていったのか。だから、要は民間、余市町で

はないところの土地に例えば使用料みたいなのを

払って投棄し続けていったものなのか、あるいは

町が全部買い取って、そこに投げ続けていったも

のなのか、その辺ちょっと明らかにしてもらえな

いでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 相当、40年以上前の話なので、それを明らかに

することの意味がちょっと私よく分からないので

すけれども、町が借りた土地にじんかい処理をし

ており、その後公社が買い取ったという経緯でご

ざいます。 

〇14番（大物 翔君） 公社といえば土地開発公

社だと思いますけれども、なるほど。その件、ま

た後で聞きますけれども、火災については分かり

ました。私もちょっと調べてみたら、投下したご

みに起因したものではどうやらないようだなと。

野焼きしていたのが飛んでしまったとか、そうい

うのはあったみたいですけれども、ごみ由来で引

火したと考えられるものはちょっとなさそうだな

ということは分かりました。 

 そして、覆土については分からないと。だから、

もともとこの場所というのは将来何か利活用しよ

うと思っていたわけでも何でもなくて、結局のと

ころただの投げ場だったということなのだろうな

と。このじんかい捨場の土地の形状は自然由来の

ものであろうと。だから、結局今の豊丘とかであ

れば人為的に掘削かけて造っている場所だから、

当然議会にも議決のあれが出てきているものなの

だろうけれども、一切なかったのです、やっぱり。

そして、昔の地図をずっと追っかけていったら、

やっぱり川が蛇行して、結局川の形が変わったこ

とによって取り残されていった三日月湖だとか、

あるいは入り江だったところみたいなのがちょう

どこの場所だったのだなというふうには調べて分

かりました。ここから類推すると、私投入位置図

は分からないので、手に入っていないから、分か

らないのですけれども、ただ大正時代からずっと

地図探していったのです。そして、一番最近、も

う捨場が終わった後の、大体平成の初旬だと思う

のですけれども、観光ガイドマップ、図書館に残

っていたのです。ここに実は三日月湖の跡がくっ

きりと残っていたのです。こういう歴史資料とか

に詳しい方にこれはかつての三日月湖の跡で間違

いないだろうかと尋ねたら、おおむね間違いない

と思うと。その場所がどこかというと、実はグラ

ウンドの真上なのです。だから、ある意味泥沼の

上に建てるかもしれないという可能性があったと

いうことなのです。結局のところ川だとか沼だと

か池というのは、最後まで陸地になれなかった場

所なのです。だから、地盤がそもそもいいはずが

ないのです。しかも、私の推測ではそこにごみを

捨てていたと。ますます地盤なんていいはずがな

いと。だから、よくぞここを適地になるかもと定

められたなと。位置図まで持っていらっしゃるの

であれば、しかもこれ町立図書館にあったものを

もらってきたものです。全然余市町とは関係ない

場所にそういう書類があって分からなかったとい

うのならいざ知らず、余市町の区域内にそうした

歴史資料あったのです。だから、よくそれでも調

査かけたなというふうに思うところなのです。御

存じでしたか、ここがそうだったのだと。だから、
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結局そう考えていけば、ここは私は適地たり得な

いだろうと思うのです。では、埋立位置図がある

から大丈夫だから、建物を上に建ててもというけ

れども、まだ具体的な場所もはっきり決まってい

ないと思うのです。ただ、三日月湖だった場所、

あるいは今残っている場所だけではなくて、大正

時代の図面を見ても相当川が蛇行した形跡が見ら

れると。とすれば、ごみ投入地ではないところだ

って残念ながらかつての川底、沼地だった可能性

が大いにあり得ると。それを探し出すだけでもち

ょっと容易ではないと思うのです。挙げ句ごみま

で投げていたとするならば、相当な費用かけて探

さないと、これは先に進んでいかないのではない

のかなと。だから、何でそういう背景があること

が町内に残っている資料でも確認ができるのに調

査地にしたのですかということを改めて問うてい

るのですけれども、どうでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 ご説明ありがとうございました。すなわち、こ

のエリアは地盤が緩いから適地ではないというこ

とをおっしゃりたいのだと思いますが、簡潔に言

っていただければいいと思いますが、だからこそ

先ほど申し上げたとおり、地盤の調査をして、明

らかにしていくということを言っているわけで

す。ちなみに、三日月湖の場所と建てようとして

いる場所とでは、位置的にずれがあるというふう

な見解を持っております。 

〇14番（大物 翔君） 建てようと思っている場

所がどこなのかもいまだ我らには明らかにされて

いないので、論評のしようもないのです。そうや

って専門的に関わっているわけでもない町民の方

からすれば、もっと分からないはずなのです。そ

して、昨日補正予算の中でも申し上げましたけれ

ども、もともと梅川でやろうと思っていたことが

できなくなってしまった事実経過としては、地盤

に由来するものであるというのは一つ間違いない

わけだと。そして、かつてここが、今町がおっし

ゃるように、ジャストでそこに建屋建てるわけで

はないのだと言っていたとしても、その周辺はそ

ういった地形であったというのは明らかになって

いるわけでございます。そして、地域の方からも

地盤上まずいという話もあるし、もともと投げ場

だったのがやっとそうではなくなって、ほっと一

息ついたと思って、将来に期待を寄せていたら今

度は葬祭場ですか、斎場ですかという話になって、

輪かけてこじれてしまったわけです。だから、せ

めてこの土地がいかなるものなのかというのを今

後検討委員会つくって検討していくわけなのだか

ら、せめてここのやつだけでもちゃんと調査した

もの出してあげないとまずいでしょうということ

を昨日も言った。だけれども、それは住民の合意

が取れてからという話でした。ただ、住民は一方

で調査を許可してしまったら、そこでごり押しさ

れるということを一番恐れているのです。だから、

調査以前の問題だというふうに説明会の席上でも

皆さん怒っていらっしゃったのではないでしょう

か。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 昨日の補正予算の審議のときにも地質の調査を

すべきだというふうにおっしゃっておりました。

これに関しては、副町長の答弁もありましたけれ

ども、７か所全て地質調査をやって、そのデータ

を出すということはまず現実的ではないし、時間

もかかるということ、そしてそれぞれ建物建てる

場面で地質調査、まず場所を確定してから地質調

査をやるというのが主な一般的な流れであると思

います。そのようなこともあって、先ほど来申し

上げているとおり、もし検討委員会でこの場所が

適地としてふさわしいというのであれば、そこか

ら地質の調査も行うということであります。どこ

に建てるか分からないというふうにおっしゃって

いますけれども、実際に委員会で現地に視察には
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行っていると思いますので、議員の皆様も把握し

ているかと思います。 

〇14番（大物 翔君） それは、現地視察も担当

委員の方々されています。ただ、図面なんて見て

いないはずです。想定でここに建てたいのだと、

だから、この敷地のどこかに建てるのだろうなと

いうことは、やるとしたら建てるのだろうなとい

うことは分かっているけれども、ではどこという

話なのです、我々サイドからすれば。そして、７

か所全部を調べるのは現実的でないし、時間がか

かるというけれども、そもそもからして時間がな

い、時間がないといって時を惜しんだばかりにど

んどんこじれていっているわけではないですか。

だったら、一旦立ち止まって、確かにお金はかか

るかもしれないけれども、７か所全部が本当にで

きないのだとすれば、せめて梅川と都市公園予定

地だけでもやるべきではないですか。今段階で分

かっている地盤に不安を抱えていると目される場

所は、まさにこの２か所なわけではないですか。

それをもっていかがでございましょうかというふ

うに検討に付すのが当たり前だと思うのです。順

序がおかしいのではありませんか。 

（「反問」の声あり） 

〇議長（中井寿夫君） 齊藤町長の反問を許しま

す。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員に逆にち

ょっと問いたいことがございますので、質問させ

ていただきたいと思います。 

 もちろん着手して６年と冒頭おっしゃいました

けれども、これ６年以上の話ではないですよね。

ずっと長いこと引きずってきた結果、今になって

もう限界が来ていて、何とか急がなければいけな

いというふうになっております。もちろん我々役

場の職員もどうにかして公衆衛生の向上のために

きちんと火葬場の問題、決着させようと全力を尽

くしてやってきたわけです。そんな中でどこがい

いのか内部で様々な議論をしながらどんどん、ど

んどん絞っていったわけです。最初にもちろん梅

川で造れなくなったのは、何度も言っていますけ

れども、そもそもの論点が道路を確保するという

ことでしたけれども、それができなくなったのと

地盤の安定性が確保できなくなったということも

踏まえてどこがいいのか適地を探してきたわけで

す。大物議員がおっしゃるとおり、様々なデータ

を全て用意してやるとなったらどんどん時間もか

かりますし、コストも追加的にかかります。それ

でもいいというふうな考えでいるということでよ

ろしいですか。 

〇14番（大物 翔君） まず、基本計画策定され

たのが平成28年、そこから数えて６年という意味

で申し上げています。確かに話としてはそれこそ

20年ぐらい前からあったものだということは認識

しています。一気に７か所全部とはいかないだろ

うと私も思っている、さすがに。ただ、最低でも

この２か所ぐらいはやるべきだろうと。でないと、

議論する側も責任持った判断ができないのではな

いですか、そう申し上げているのですよ。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきますけれども、時間がかかっ

てもいいですかというような私の問いだったので

すけれども、その点お願いします。 

〇14番（大物 翔君） 途中でおかしくなるぐら

いだったら、ある程度かかることはやむを得ない

と私は思っています。やってきて、途中でおかし

くなって、また振出しに戻るぐらいだったら、最

初からめどつけて進めたほうが計画的だと思いま

す。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 時間もお金もこれ以上かかってもいいからやれ

というようなご見解だというふうに理解いたしま

した。町としては、町民の皆様、様々な意見を踏

まえながらどこが適地なのか検討していくという

ことで、有識者も含めた委員会を設置するという
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ことを表明させていただきました。もちろん様々

な論点があると思います。今大物議員がおっしゃ

ったとおり、どんどん進めていかなければお金も

時間もどんどんかかっていくと。委員会でも話が

ありましたが、いつまでにこれを、答申を出せば

どのぐらいコストが削減されるのかというような

話もありました。その点に関しては、もうできて

いる窯を保存しているわけですから、その保管料

が毎年毎年かかっていっております。もちろん適

地に関しても早ければ、早く結論を出すほうがコ

ストを削減できるというような側面もあります

し、もう現状の火葬場が限界を迎えつつあるとい

うことがあります。ですから、この論点はそもそ

も余市町に火葬場は要るのか要らないのかという

ところから発生して、もちろん要らないというよ

うな判断も出てくると思います。その際に不利益

を被るのは、もちろん余市の町民になります。な

ぜならば、小樽や古平や近隣に輸送して、そこで

火葬するということになって、追加的なコストが

高くなるということであります。また、適地の問

題は有識者委員会でもんでもらうと。もちろん要

る、要らない、適地はどこがいいのか、そしてい

つまでにやらなければいけないのかというような

論点が出てくると思います。それも踏まえて、有

識者委員会で検討していくということになってい

るわけであります。いずれにせよ、この質問にあ

る旧黒川じんかい捨場に関しては、有識者委員会

でこの場所は面積的にも将来の行政コストとかの

面でも適地であるというようなことになれば、も

ちろんきちんと地盤の問題を解決すべく地質調査

を行っていくというのはこれまで何度も答弁して

いるとおりであります。 

〇14番（大物 翔君） 確かに今使っている火葬

炉もなかなか大変なことになっているという話は

聞くのです。ただ、年間五、六十件程度と伺って

いますけれども、周辺の町にお住まいの方がお亡

くなりになって、余市でお葬式を上げると。ご遺

体を地元の町に持って帰る前に余市で火葬して、

お骨を持ち帰る。逆もしかりと。そういう流れと

いうのは、既に起きているわけなのです。確かに

周辺の町、火葬炉たくさんあるわけではないし、

それはそれで負担かかるかもしれないけれども、

ただもしもいよいよ今の火葬炉が駄目になったと

すれば、そうやって周りの町のを使わせていただ

くことも原理的には可能だと思う。結構負担かか

ってしまいますけれども。その分補助してあげる

ことだって私はできると思うのです。だから、確

かに急がなければいけない部分はそうなのだけれ

ども、せいては事を仕損じるだと思うのです。し

っかり調査した上で妥当性を判断していって、そ

して最後に出てくるのが適地だと私思うのです。

町長たちの考え方は違うのかもしれないけれど

も、だから急がば回れだと思うのです。１個１個

やっていったほうが結果として早く済むのではな

いですか。そして、確かに火葬炉保管しているお

金は年間300万円かかっていると聞きますけれど

も、確かにそれはそれで安い金額ではないです。

ただ、都市公園予定地が最終的に適地と判断にな

るのかならないのか分からないけれども、ではな

ったとして住民の皆さんが奇跡的に納得してくれ

たとしましょうか。それで、では調査をしますと

いった結果、これは無理ですわという話になった

ら、また別の場所を探していくか、そこにさらに

資金と資源を投じて、それでも完成させるために

やろうとするのかという選択を迫られてくると。

そのほうが私時間かかると思うのです。だから、

本当に時間を大切にしようと思うのなら、できる

だけ全体を明らかにした上で妥当性を導き出して

いくしかないと思う。そのほうがかえって住民も

納得すると思うのです。だから、そういうふうに

やっていくことが本当は必要だし、そうしていか

ないとこの話、もっとこじれるおそれがあるだろ

うと、それを私は恐れています。誰もが必要とし

ているのにそれで住民がいがみ合うと、そんなこ
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とにはなってほしくないです。だから、妥当だね

と最後に多くの人が判断でき得る形をつくってい

ってもらいたい。ただ、私の今の見解としてはこ

こでやるべきではないと考えていると、それだけ

申し上げて、私の質問を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 大物議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時３０分 

                              

再開 午前１０時４０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位２番、議席番号18番、岸本議員の発言

を許します。 

〇18番（岸本好且君） 令和４年第２回定例会に

当たり、さきに提出しております質問１件につい

て行います。町長におかれましては、答弁方よろ

しくお願いいたします。 

 町営斎場建替事業適地選定の在り方について。

町営斎場建て替えに関する説明会が２回開催さ

れ、町民から様々な課題と問題点が指摘されまし

た。このことについて理事者側はもちろん、議会

としても真摯に受け止めなければなりません。特

に町営斎場建て替えの適地候補地選定に当たって

は、地域住民との認識の違いが大きく示されまし

た。第一候補地とした都市公園予定地に隣接する

地元区会はほとんどの人が知らない中での新聞報

道で混乱を招いたことは、重く受け止めるべきと

考えます。町営斎場の建て替え候補地となってい

る黒川町1268番地の１、現在多目的広場、冬期間

は雪捨場としての使用の都市公園予定地は、余市

駅、中心地より1.5キロメートルの位置にあり、土

地も広く、住宅地に隣接している自然環境や立地

条件の整った公園予定地であります。また、当地

区は仁木町に接していて将来の広域行政の中心地

となる可能性もあり、重要な土地として位置づけ

られています。また、この地は町民の憩いの場、

青少年の活動、スポーツの場でもあります。さら

には、公園予定地と一体となっている余市川や余

市川堤防はカヌー等のマリンスポーツや野鳥観

察、ランニング、ジョギング、ハイキング等の健

康づくりのコースとしても親しまれ、町外からの

愛好者も増えております。特に余市川沿いの観光

施設、宇宙記念館、ニッカウヰスキーと桜づつみ

の事業等を活用した観光の名所として毎年多くの

観光客が訪れ、にぎわいを見せている公園予定地

であることは、地元区会のみならず、町民全体の

認識ではないでしょうか。この公園予定地の一画

に町営斎場を建てることにより、公園や公園周辺

の活用や機能が失われ大きな損失になると考えま

す。このような公園予定地、財産をさらに生かし、

将来を見据えたまちづくりに期待している町民の

ためにも、都市公園予定地を町営斎場の候補地に

選定すること自体理解できません。 

さらに、危惧される点は、町営斎場建設予定地

は過去に余市川沿いの沼地をごみ捨場として指定

し、ありとあらゆるごみを長年大量に捨てた埋立

地であり、その用地に斎場を建てることは様々な

課題や問題が含まれています。特にメタンガス、

有毒ガスの発生が心配されます。また、余市川沿

いに汚水が流れる可能性も十分考えられます。町

民の安全確保の観点からも都市公園予定地は斎場

建設候補地としてふさわしくありません。斎場は

どこの市町村においても必要な大切な施設です

が、都市公園予定地は町営斎場の建設の場所とし

て地理的条件や住民生活との関わり等、様々な課

題が、あまりにも多く含まれております。その一

つが冬期間、１月から３月、雪捨場として１日数

百台の排雪車、トラックが出入りする際の騒音、

混雑等が起きています。そのような環境の下で最

後のお別れの場としてふさわしいとは到底思われ

ません。 
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町は候補地選定の経過にとどまらず、斎場の建

て替え作業を広く町民の意見を受け入れながらす

るべきと考えます。このたび町民と有識者による

再検討を行うという約束の下、発足する検討委員

会に期待するところですが、構成員の人選がどれ

だけ公正で中立を保てるかは未知数です。また、

検討事項が都市公園予定地か旧栄小学校かを決め

るだけになるのではないかと非常に危惧しており

ます。現地調査を含め広く候補地を求める検討委

員会になるかは、会議の進め方で変わっていくと

考えられます。斎場の建て替え場所については、

他の市町村同様、町の中心地から外れた郊外の静

かな環境の下でお見送りできる場所の選定を強く

望むものです。町長の町営斎場適地選定の考え方

を具体的にお示しください。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁いたします。 

 町営斎場の建て替えに関わる適地選定について

は、現在の計画地では当初計画していた進入路の

整備ができなくなり、急勾配な道路のままである

がため交通上の不安があること、当初計画してい

た現斎場での建築物の敷地を確保することが困難

な状況になったこと、将来にわたりこの場所が安

全であることの確証を持つことができないことか

ら、現斎場を含め候補地の選定を行いました。適

地選定では、先入観のない第三者的視点から評価

を受けるためコンサルタント会社に業務を委託

し、主要な幹線道路から生活道路を経由しないで

直接アクセスできることや一定の面積があって、

緩衝的な緑地を設けることができること、さらに

は大規模な造成を伴わないことなどを視点として

評価してきたところです。こうした候補地の選定

作業については、町民説明会の中でも町民が参加

する場面がないなどご意見もいただいております

ことから、今回町民や有識者を交えた検討委員会

の場を設け、広くご意見を伺ってまいりたいと考

えております。斎場の適地選定を進めるに当たっ

ては、建物を建てるだけでなく、周辺や自然環境

にも十分配慮し、あるいは外部からの遮断性も含

めた質の高い緑空間を配置することなども考慮し

ながら、住民の公衆衛生及び公共福祉の向上に努

めていきます。 

〇18番（岸本好且君） 答弁をいただきました。

斎場の建て替えはどこの市町村にとっても大切な

施設であると同時に、その選定に当たってはやっ

ぱり慎重であるべきだし、何より住民の合意、町

長も再三そのことはおっしゃっておられましたの

で、そのことが大事となります。あわせて、設置

場所のやっぱり適正や住民生活の関わり合い、そ

ういうことを、様々な課題をクリアしなければ現

実に建て替えが行われないという大前提の下で幾

つか質問というよりも意見をお伺いしたいと思い

ます。 

 まず、今回２月16日ですか、新聞報道で適地と

して都市公園予定地、旧栄小学校ということで報

道されました。聞くところによると、その日のう

ちに担当課のほうから該当する区会のほうにその

経緯を説明に上がったとお聞きしていますけれど

も、栄町地区については、私は黒８区会の住民の

一人ですので、他の区会のことについては申し上

げることないのですが、ただちょっと気になった

のはその両地区の区会長さんに、黒８区会のほう

は役員の方に説明をさせていただきたい、片方、

栄町の区会のほうには当面この地域は適地から外

れました、そんな言い方をされたということを聞

きました。それで、黒８区会の区会長さんをはじ

め役員の方、それから地域の方に聞き取り調査を

して、この場所に選定されるというか、御存じで

すかということでいろいろ区会としてもそういう

報道に対する不安があるということで、区会とし

ていろいろされたようにお聞きしていますけれど

も、町長は、私もすぐ近くのところに住んでいま

すから、区会が混乱をして、大変不安を与えたと

いうことは事実だと思いますけれども、その点に
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ついてどのように感じられたか、認識されている

か、そこの点最初にちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 民生環境常任委員会にコンサルタントの評価結

果として都市公園予定地と旧栄小学校がトップの

スコアでしたというふうに報告をしたわけです。

その中から、先ほど来議論になっていますけれど

も、早く、急いで造らないと、もう限界を迎えて

いますので、どこが適地なのかということで、旧

栄小学校は利用の要望が来ていて、将来的な活用

の可能性があることから、都市公園予定地がいい

のではないかというふうに私のほうで判断したと

いう経緯があります。岸本議員おっしゃるとおり、

その間に町民の方々との意見交換と対話が不足し

ていたということで、私説明会の場でも申し上げ

まして、これは申し訳なかったというふうに謝罪

したところでございます。すなわち、町民との対

話が不足していたことに関しては我々の落ち度と

いいますか、答弁、質問にもありますけれども、

我々としては真摯に受け止めなければというふう

に考えています。 

〇18番（岸本好且君） その上で、今回私の質問

は町営斎場建て替え事業の適地の選定の在り方に

ついて質問しておりますので、そちらにちょっと

移っていきたいと思います。 

 今回適地として７か所選定されて、コンサルに

調査依頼をかけたと。その結果、点数化して、２

つの候補地が委員会にも報告されたと。一つ、こ

れ評価項目の中で立地状況の優位性だとか実現可

能性とかありますけれども、例えば利便性の中に

距離数とか、それは町内の葬儀場からの距離感と

か、それでたまたま都市公園予定地は1.7キロとい

うので非常に近い、アクセスがいい。これってこ

の立地状況の優位性の中で利便性、余市の葬儀社

から近いところ、かなり高く評価、コンサルは見

ているのでしょうか。その点ちょっとお聞きしま

す。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 その点を取り分けて加点しているということは

ないと思いますけれども、基本的な考え方として

は、常任委員会の場でも説明させていただきまし

たけれども、岸本議員は郊外の静かなところでと

いうふうにおっしゃっていますけれども、今後地

域全体が人口がどんどん減っていくわけです。そ

のような中で、今後の将来を見据えた行政の在り

方というのはやはりコンパクトシティー、集約型

の行政を行っていかなければ、例えば冬の除雪の

コスト、今でも結構物すごい額かかっていますが、

これが人口減るとさらに町の予算も減る。そして、

税収も減るし、町の予算も減るしという悪循環の

流れが今後生まれてくるわけです。このような将

来像も見据えて、きちんと適正な行政を行うとい

う観点からはやはりどんどん、どんどん集約して

いく方向に進んでいかなければならないのではな

いかというのが一般的な考え方としてあります。

距離というのは、岸本議員のおっしゃっている斎

場の距離というわけでは必ずしもないと私は思っ

ていて、将来を見据えた全体の流れの中での距離

というふうに私は認識しているところでありま

す。 

〇18番（岸本好且君） 町長はそういう考えと。

ここの中で町内葬儀場からの距離ということで明

記されていますので、実際葬儀が終わった後火葬

場までの距離ができるだけ近い、利便性というこ

とでは、そういう意味で、説明会でもある方から

もおっしゃいましたように、近いからいいという

ことでなくて、やはり実際火葬されるまで、間の

時間というのも大変大切な時間ということで、距

離をここに入れることが果たしていいのかどうか

というのは私もちょっとずっと思っていました。

それは１時間半も２時間もかかるというのはちょ
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っと極端ですけれども、ある程度の時間も、ある

方はわざわざ長年住んでいたところを通って火葬

場に行かれて、時間をかけて、そういうこともあ

りますので、それは私の考え方ですので、町長の

考え方も将来を見据えた、広域という言葉が入る

かどうかあれなのですけれども、そういうことで

おっしゃっていると思いますけれども、選定の中

で防災安全性というのが入っています。これ都市

公園予定地が、ここは影響ありということでコン

サルが評価をしています。防災安全性、これ一番

町民生活にとって大事な、町としても町民の安全

性を守るというのは第一と考えてまちづくりをし

ていかなければいけない。その中で影響がある、

地理的なこと、先ほど来出ているそういう埋立て

のものについては置いておいても、地理的に安全

性に影響ありという中でここが、ほかの点数が高

いから一番、14点となったと思うのですけれども、

この影響があるということ、ここはやはり不安材

料として町民はここが一番大事なところだと思う

のですけれども、影響ありというところを、町長

自らここを第一候補として決められている。そこ

をちょっとお聞きしたい。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 防災の観点からは、一番論点になるのは川沿い

にあるということで、水害だというふうに思って

おります。水害の場合は、岸本議員いつも質問し

てくださっていますけれども、発災までの時間軸

が長いわけです。一番時間が短いのは地震であっ

て、すぐにやらなければいけないし、水害の場合

はある程度、このくらいの降水量が何時間後に予

測されますというのが見えるというふうに思って

おり、水害のリスクがあるというふうな評価を受

けているのだというふうに思います。その点もも

ちろん軽視しているわけではなくて、水害に関し

ては余市町全体の問題でありまして、ハザードマ

ップでも浸水エリアというのを出していたりしま

すけれども、そういう観点からは水害の影響を受

ける地域というのは余市川沿い全域に及ぶという

ふうに思っています。そういう観点からもちろん

水害の対策については仮にここでやる場合はきち

んとこうですということはもちろん念頭には置い

ています。 

〇18番（岸本好且君） 過去にもここ洪水になっ

て、私も小さい頃は大変だったことを覚えていま

す。川に近いところというのは、火葬場に限らず

やっぱり建物としてそういう不安がある。これ今

町長おっしゃいましたように、洪水については多

少時間があるので、その間にそういう対策という

のは打てるかもしれませんけれども、できるだけ

そういう場所は外すべきだと思っています。そう

いうことで、ちょっとここが私が懸念するところ

です。 

 次、これ100メーター以内の住宅の有無の中で、

比較的対象住宅が、都市公園予定地に限って言い

ますと少ない。これ100メーターという何か法律的

な根拠ってあるのでしょうか。例えば100メーター

以内に何も住宅がないということであればそれい

いですよとか、そういう何か根拠が、これ100メー

ターとここに明記されていて、コンサルが100メー

ターと出しています。その根拠をちょっと教えて

ください。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 法律的な根拠は特にありませんけれども、評価

するに当たってはおおむね100メートル範囲とい

うことで評価を進めていったものだというふうに

思っています。 

〇18番（岸本好且君） 例えば120メーター、150メ

ーター、ちょっと広げただけであそこには団地も

あります。国道もあります。もちろん国道ですか

ら、立地条件いいですから、当然住宅も張りつい

ている。しかし、100メートル以内には数軒しかな

い。なので比較的対象戸数が少ないということで
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これも評価されています。一般的には、私は住宅

が少ないというよりはかなりの距離が、火葬場を

起点としてコンパスで円を描いたら、多少農地は

入ってもやっぱり住宅はそこに入っていないとい

うのが住宅が少ない、対象戸数が少ないというふ

うに評価すべきだと。これコンサルの評価ですか

ら、その会社の方針というのがありますから、一

般的に私たちが考えるにはそれではそれから

100メーターの中には数軒しかないけれども、それ

を50メーター範囲を広げたら団地がどっと入って

いると。そして、果たしてそれがここで100メート

ル圏内の住宅の有無という、これも評価項目にこ

ういう形で入っているのも私はちょっといかがな

ものかなという感じがします。根拠がないという

ことですので、それはそれとして受け止めますけ

れども、一般の普通の常識で考えると、100メート

ルで切るのが妥当なのかどうかというのはちょっ

と疑問視をします。 

 コンサルの話にちょっと戻りますけれども、町

長はこの都市公園予定地が７か所の中に入るとい

うことは、最初の大物議員から質問あったように、

あそこの場所はこういう歴史ということがあっ

て、こういう話もあるのでと、そういう情報とい

うのは町長自身は相当インプットされた中での、

そこは適地として、町有地だからそこ入れたほう

がいいとなったのか、その辺の、そこまで至る情

報、歴史的にそういうことだったと、町長自身相

当把握した上で候補地の一つとして入れたのか、

そこの点、ちょっとお聞きします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 選定場所に関しての情報が入っていたかという

話でしたけれども、もちろん私も知った上でどこ

がいいのかというような場所については情報を把

握しておりました。何度もご説明しているとおり、

町有地の中である程度の広さを確保できるという

観点ももちろん必要ですし、そういう観点、ある

程度広さという観点からは民有地ももちろん候補

に入っていますが、取得の費用がかかったりとい

うようなことも説明させていただきました。この

都市公園予定地に関しては、さきの大物議員の質

問ともかぶりますけれども、下水処理場を造ろう

とした経緯があるのは御存じかと思います。そう

いう話も私は聞いていました。すなわち、下水処

理場というような重量物件を造るだけの素地は、

その話は聞いただけですけれども、そういうふう

な判断もできるので、だとしたら町有地ですし、

候補の一つではないのかというような話は私にも

入っております。 

（「議事進行」の声あり） 

〇議長（中井寿夫君） 申し訳ありません。ただ

いま岸本議員の一般質問中でありますので。 

〇18番（岸本好且君） 今し尿処理の話もありま

したけれども、その前なのか前後なのかちょっと

あれですけれども、梅川に今建っている養護学校

も、そこで建てるという話があったと私はお聞き

しているのですけれども、それがあそこでなくて、

梅川のほうに移ったと。どういう経緯かちょっと

分かりませんけれども、そういう事実というのは

役場のほうで把握しておられますか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 役場としては、把握していないようです。 

〇18番（岸本好且君） これは地元の方、よく知

っている。実際道との中に入って調整役でちょっ

とされた方からお聞きしたのですけれども、それ

が急遽梅川のほうに変わった。だから、そこに何

かがあったのかなということで、そのこともちょ

っと言っていましたので、あえて私そこだけを質

問するわけでありませんけれども、そういうこと

も過去にあったということで、地域の方は何回も

私のほうに、私も初めて知ったものですから、そ

ういう場所ということです。それが学校が駄目と

いうか、違う場所に変わったというのは何かがそ
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こであったのか、今言った先ほど来ちょっと問題

になっている埋立て地区であった洪水だとか、そ

ういうのがあったからそういうことになったの

か、私もちょっと聞いたものですから、今役場の

ほうでそういうことを知っている方が今現在職員

の中にいるかどうかというのをお聞きしたのです

けれども、それは町長はないということですので、

それはそれで分かりました。 

 まず、雪捨場の関係です。１月から３月。私も

地域の方にお聞きしたら、大変、あそこは数百台、

朝方まで動いています。騒音もすごい。それは町

民のためですので、それは当然地域の方も理解し

た上で、そこに併せてこの都市公園予定地を第一

候補の中に、そういう状況の中でここを建設予定

地とした。どうもそこのリンクというのか、それ

が私もちょっと理解できないのです。冒頭私も静

かなところで、少し高台で、洪水も心配ない静か

な場所で送ってあげるべきだというのが私の考え

方ですけれども、どうも今の、利便性は確かにい

いのだけれども、あそこには遊戯施設もあり、河

川の関係、それから土地の埋立ての関係、今除雪

の排雪車の関係、そういう入り込んだところなの

で、どうもそこを火葬場の第一候補にすると、地

元の方はもちろんそうですけれども、近いからだ

けで反対するということでなくて、そういう場所

は本当にいいのですかということなのです。これ

は町長、どういうふうにお考えですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 岸本議員、区会ということでもちろん反対の意

見を持っているのは質問からも分かります。であ

るからこそ検討委員会を立ち上げるということを

表明させていただきまして、補正予算も可決して

いただきましたが、その中で様々な議論をしてい

っていただきたいと思います。 

〇18番（岸本好且君） 今検討委員会の話が出ま

したので、検討委員会の関係で。 

 これやり方なのですけれども、本来ならば斎場

適地を決める、これはほかの町の話ですけれども、

最初にこういう検討委員会、協議会的なものを立

ち上げて、その中で地域のことをよく知っている

有識者も含めて、そこからスタートして、最終的

に町が決定するという。今回ちょっと順番が逆の

ような感じもしないわけでもないのですけれど

も、今回検討委員会できましたので、検討委員会

の会議の在り方、進め方、昨日の本会議でも補正

の中でも出ましたけれども、その進み方によって

は大きく変わっていく。きちんとした委員会にな

って、町民が検討委員会の結果がやっぱり妥当だ

と、そういうふうになるべきだし、なってほしい

と思います。 

それで、もう一つ、そこで今回ちょっと心配な

のは、これ議会も入っていますので、今２候補が

挙がった。そこのどっちかにするだとか、７か所

に絞って論議してもらうのか、もっと言えば、私

も斎場についてはいろいろな町民からこういう場

所がありますよ、ここはどうですか、町内の適地

入れるのに、ここ入れたほういいですよと、そう

いう要望もいただきました。それも伝えたのです

けれども、それはそれとして７か所に絞るのか、

もっと言えば検討委員会の中でいやいや、ほかの

適地もあるよと。そこも含めて論議をしましょう

と。これは検討委員会ですから、町がそこに入り

込むということはなかなかできないと思いますけ

れども、町の思いとしてそういうことも含めて論

議してくださいというふうに、今の段階ではどう

ですか。提示の仕方なのですけれども、そこまで

踏み込んで、今の２か所、７か所、さらにそれ以

外の地域も含めて総合的に適地検討委員会にして

ほしいという、町はそういう思いもあるのかどう

か、その点、１点だけお聞きします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 これは思いというか、手続論的な話でありまし
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て、議会の予算を経て７か所の評価を行っている

という経緯があります。なので、説明会でも私申

し上げましたけれども、白紙にするべきだという

ような意見があったのに対して、私は白紙はでき

ませんよと。我々は、代表民主制で選ばれた議会

の議決を経て７か所の候補地の評価を行っている

のだと。戻るとしてもそこまでですよと。そこか

ら先、さらに戻るのであれば、それはまた議会の

議決も得るようなことになりかねないから、それ

は代表民主主義とは違いますよねというような趣

旨の説明をさせていただきましたので、手続論的

には７か所ではないのかなというふうに思ってい

ます。他方で、検討委員会の場で議論するのはも

ちろん止めているわけでもないですし、我々行政

を預かる者としては手続を踏んだものですから、

そういう考えを持っているということでありま

す。 

〇18番（岸本好且君） 議決されているというこ

ともありますので、それはそれで尊重しなければ

もちろんなりません。それは議会と町のルールの

中ですけれども、町民は、今検討委員会、どうい

う話になるか分かりませんけれども、やはり７か

所ぐらいにという話も実際出ていますし、そうい

うことで委員の方がどういうふうに判断するか分

かりませんけれども、多分そういう話も出るとい

う、それは今町長おっしゃいましたけれども、そ

れも止めるということではなくて、それも委員会

の中で検討された中の委員会であるべきだと思い

ますので、それはそういう形で私たちも委員会の

進め方含め、回数の問題とかいろいろありました

けれども、精力的に進めていただきたいと思いま

す。 

 最後に、５月27日に地元区会から要望書が出さ

れていると思います。町長不在だったので、副町

長が対応していただきました。私もそこに立ち会

ったのですけれども、その要望書、幾つかあるの

ですけれども、それ区会に回答しましたか。回答

するものでないという認識ですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 受け取った日に翌日説明会で説明しますという

ことは回答したそうです。 

〇18番（岸本好且君） それはあくまでも説明会

で考え方は説明しますということで、区会には、

直接町と区会でのやり取りはないということで、

分かりました。 

 区会の方々の、今やはりこの間特に区会の役員

の方は会員の方との中で大変苦労されているよう

に聞いておりますので、これ旧栄小のこともあり

ますけれども、特に黒８区会の関係者には町とし

ても、要望書が出ていますので、できれば個別に

対応していただければその思いは伝わると思いま

すので、そのことで強く要望したいと思います。

そうでないと、町長がコミュニケーション不足だ

というのを言っておられましたので、それは黒川

８区会として要望書を上げたわけですから、そこ

はきちんと対応してあげていただきたい。その辺

はどうでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 それはぜひやりたいと思っておりますので、こ

ちら側としてももちろん黒８区会には説明をしに

行きたいというふうに再三言っているが、成立し

ていないというような経緯がありますので、その

点岸本議員にもお力添えいただければと思いま

す。 

〇18番（岸本好且君） 黒８区会がそういう申入

れに対して今あれしていないという、これは私も

思い分かるのです。あくまでも町営斎場は町全体

のことで、ここの近くの区会だから、そこありき

で、非常にそこが一番心配されているところなの

で、それはそれとして要望書については今町長が

区会のほうにお答えになるということですので、

そこできちんと伝えていただきたいですし、区会
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のほうからも新たにそれについてまた町長にお話

があると思いますので、その辺しっかり早急にや

っていただければと思いますので、そのことを申

し添えまして、私の質問を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

各会派代表者会議の開催、さらに昼食を含め、

午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時２２分 

                              

再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位３番、議席番号17番、土屋議員の発言

を許します。 

〇17番（土屋美奈子君） 令和４年余市町議会第

２回定例会におきまして、さきに通告いたしまし

た一般質問１件について質問いたします。答弁の

ほどよろしくお願いをいたします。 

 定住自立圏について。平成22年４月に締結され

た定住自立圏形成協定は、集約とネットワークの

考えに基づき、中心市において圏域全体の暮らし

に必要な都市機能を集約的に整備するとともに、

周辺市町村において必要な生活機能を整備し、農

林水産業の振興や豊かな自然環境の保全を図るこ

となど互いに連携、協力することにより圏域全体

の活性化を図ることを目的としております。現在

は、令和２年度から令和６年度までの第３次北し

りべし定住自立圏共生ビジョンによりさらなる連

携の強化と将来にわたり自立した活力ある圏域の

形成に努めること、自然環境と歴史、文化が調和

し、人、物、情報が交流する圏域を目指すことが

示されております。 

こういった中で、先般ＪＲ余市小樽間並行在来

線からのバス転換が示されたところであります

が、バスによる生活路線の維持や運行便数の確保

には、課題が山積されているところです。圏域内

においては医療、福祉、通勤、通学、経済の面な

どで密接につながっており、市町村の境界を意識

することなく往来し、生活に浸透した中で暮らし

ておりますが、この基盤となる公共交通の先行き

が不透明な状況であり、危惧されるところです。

圏域内のマネジメントは中心市に求められている

ことから、中心市が圏域内の将来像をどう捉えて

いるかが本町の将来にも大きく影響をするところ

です。以下、質問をいたします。 

 定住自立圏構想について、本町の姿勢と見解を

お伺いいたします。 

 定住自立圏共生ビジョンは毎年度所要の見直し

をするとされておりますが、この協議はどのよう

に、またいつ頃されているのかお伺いいたします。 

 先般の並行在来線余市小樽間の３者会議の中で

は、圏域全体での公共交通ネットワークの構築に

ついて協議はなされたのかお伺いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 17番、土屋議員の質問に

答弁します。 

 １点目の定住自立圏構想についての本町の姿勢

と見解についてですが、平成22年４月１日に定住

自立圏構想の中心市宣言を行った小樽市と締結し

た定住自立圏の形成に関する協定書に基づき中心

市と相互に役割を分担し、定住に必要な都市機能

と生活機能の確保及び充実を図るとともに、自立

に必要な経済基盤の整備を促進することにより魅

力あふれる定住自立圏の形成を目指しているもの

です。 

 ２点目の定住自立圏共生ビジョンの毎年度の見

直しの手法、時期についてですが、北しりべし定

住自立圏の中心市である小樽市が毎年度夏頃から

構成町村に照会し、その後集約、取りまとめ等を

した上で、年度末までに必要な見直しを行ってい

ます。 

 ３点目の余市小樽間の３者協議の中での協議に
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ついてですが、余市小樽間の３者での個別協議は

あくまでもＪＲ北海道の経営分離に伴い余市小樽

間の地域公共交通確保方策の協議となっており、

個別協議の中では圏域全体の交通ネットワークの

構築に係る話題はありませんでした。 

〇17番（土屋美奈子君） 再質問させていただき

ます。 

 この間並行在来線の余市小樽間の問題、そして

バス路線の問題なんかに対する見解、これまでの

話合いの協議の内容なんかを見ていて、どうなの

だろう、この定住自立圏という考え方や協定は機

能しているのだろうかというふうに思っていまし

た。そして、この一般質問をしようかなと思った

少し前、町長ご覧になったかどうか分からないけ

れども、先日の小樽市の議会だより、この中で市

長の見解がちょっと私には驚くものであった。テ

レビ局、マスコミもこれをニュースとして、ＮＨ

Ｋで伝えたというところもあって、５月に配付さ

れた小樽市の市議会だよりの中で書かれているの

だけれども、質問としてはこの路線のバス転換に

よってバス路線が維持される保証はあるのかとい

う質問でした。そこに小樽の市長が、答弁として

はできる限りバス路線の維持に努めますが、仮に

将来利用者が減少し、路線バスが適さなくなった

場合、適切な代替交通手段の確保に努める。つま

りこれは結構衝撃を呼んで、ニュースとなったわ

けです。そこに定住自立圏というか、この圏域全

体で定住者を増やしたり、自立できる地域をつく

っていこうとした協定の中身というのは反映され

ているようには見えなかったのです。ちょっとこ

の間の３者協議の中でも、議事録は北海道のほう

で公開されておりましたけれども、こういう細部

に当たってのそういう基本的な部分があるのかな

いのかというニュアンス的なものだとか、そうい

うのはよく分からないというか、入っている方し

か分からないのであろうなというふうに思って、

そしてこれの認識が本町にとっては町を左右する

大きな問題になるというふうに思ったので、今回

聞いてみました。ここはやっぱり統一した意識を

持っていかないと、バスがなくなったら、鉄路の

問題もそうだけれども、これは本町にとっては死

活問題です、生活者にとっては。こういう公共交

通というのは本町だけでどうにもできないという

のは今回身にしみて分かったわけでありますか

ら、だからどうだったのかなということをお聞き

しました。ここのまず状況というか、これまでの

３者協議の中とかお聞かせいただければというふ

うに思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 17番、土屋議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 定住自立圏構想とバス路線の確保についての質

問ですが、いい質問だと思います。というのも、

定住自立圏構想についてですが、実際に出ている

感想としては、そんなに活発に機能しているとい

うようなものではありません。どういう意味があ

るかというと、当時の議論については私は承知し

ないのですけれども、全国でこういう定住自立圏

構想なりネットワークなり協定なりが結ばれてい

ると思うのですけれども、それによって広域行政

を施行することによって例えば都道府県レベルで

の補助金がかさ上げされたり、そういうような意

味合いがあることから、この協定は各地で結ばれ

たのではないかなというふうに想定されるわけで

あります。この構想自体はもちろんあって、日本

全体が人口減少の中で首都と、あと都道府県の県

庁所在地の人口がもちろん集中しますが、それ以

外の地方中核都市がダム機能となって、人口の流

出を抑制するというのが理想的といいますか、地

方のあるべき、ちゃんとそういうダム機能を果た

さなければならないというふうに思っています

が、そういう観点から見ると定住自立圏構想とい

うのは非常にいい理念ではあると思います。他方

で、実際の現実問題としては、先ほど私も言いま

したとおり、そこまで活発に活用されているとい
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うような印象はないわけです。この中でも３者協

議の中では定住自立圏構想を踏まえたバスの議論

というのはもちろんされていないというのは、最

初の答弁で言ったとおりであります。しかしなが

ら、余市町としてはバスの確保がもちろん死活問

題というのはそれはまさにおっしゃるとおりです

ので、その点は北海道庁が基本的に取りまとめる

ことになっていますが、そこは住民の思いを裏切

るようなことがあったら私は容赦しませんよとい

うのは北海道には強く言っていますし、実際に多

くの場で発信はしていますので、その点は引き続

ききちんとバス路線については確保していくよう

なことの動きはしたいと思っています。 

〇17番（土屋美奈子君） これまでの中でそうい

った意識というのはあまり持たれていなかったと

いうことですけれども、今日の新聞にもありまし

たけれども、協議会というか、議論の場が新しい

ステージに移っていくという中で、やはり少しず

つでも固めていっていただきたいというか、地域

全体の未来というものを模索できる形を取ってい

っていただきたいと思います。ちょっと時間がか

かると思うのですけれども、常日頃からそういう

ふうな、小樽市さんとぶつかるわけではないけれ

ども、協力しなければ交通はつながらないという

ことで、手を取っていっていただきたいなという

ふうに思います。何にせよこの北後志の広域の全

体のマネジメント、この計画をするのが小樽市さ

んでございますから、そこがどう考えているかと

いうのはやっぱり大きく影響してくるのでござい

ましょう。今財源どうなっているのか分からない

けれども、当時の過去の出た資料が今も生きてい

るのかどうか分からないけれども、総務省から出

て、こういう協定を結ぶことによって財政的な優

遇があるということなのだろうけれども、それだ

けではなくて、本当に中身の目指すものを形ある

ものにしていただきたい。そして、このお話とい

うのは当初、平成21年度に小樽市の市長が余市へ

来て、お話をいただいた。そういう経過もあって、

５か町村全部の首長が同意をして、そして議決を

すると。議決をすることが総務省の条件になって

いたので、議決した事項でございますので、計画

も第３次とちょっと時間がたっているので、みん

な薄れてしまっているかもしれないのですけれど

も、ここを形のあるものにしていっていただきた

いなというふうに思います。再度、大体ご見解示

していただいたのでしょうけれども、新たな協議

へ向かっていく、協議会の場でも重要だと思いま

すので、そこら辺でお願いをしたいと思いますけ

れども、どうでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 17番、土屋議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 定住自立圏構想自体は、当時よりも今のほうが

必要なのではないかなと思っていまして、ちょっ

と時代が早過ぎたのではないのかなというような

気もしないでもないです。今後、先ほども申し上

げましたが、人口がどんどん減っていく中で行政

の効率化のためにはまさにこういう中心となる市

を核にして、近隣の自治体がきちんと協力するよ

うな形で行政の広域化、効率化を図って、きちん

と効率的な行政を行っていくということがまさに

求められているのではないかというふうに思って

いて、今こそ必要な枠組みだというふうには総論

としては思っています。他方で、もう時間がたっ

て、先ほど申し上げましたとおり、そんなに熱心

に動いているというような印象はないので、せっ

かくいい枠組みがありますから、きちんと活用で

きるところは活用していくということが必要なの

ではないかなというふうな見解を持っています。 

〇議長（中井寿夫君） 土屋議員の発言が終わり

ました。 

 次に、発言順位４番、議席番号15番、中谷議員

の発言を許します。 

〇15番（中谷栄利君） 私は、今定例会に当たり

１件質問しております。要を得た答弁をお願いい
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たします。 

 並行在来線函館本線小樽・長万部間について。

３月27日開催された北海道新幹線並行在来線対策

協議会後志ブロック会議において、小樽長万部間

についてバス転換とする決定がされました。厳寒

期を抱える北海道の交通、通勤、通学、通院など

安心してこれまでと同様に利用できるのか、鉄道

の果たしてきた役割と価値について議論が十分に

されず、国及び北海道の支援もなく、沿線自治体

に膨大な赤字財政負担を押しつけ、協議させた結

果がバス転換です。運転手不足問題や140キロに及

ぶ長大路線をバス事業者がどう結ぶのか、バスが

確保されるのか不明です。さらに、世界が地球温

暖化対策として温室効果ガス削減目標に期限を定

めて厳しく追求しているのに鉄道を廃線し、バス

転換や自家用車利用促進につながることは逆効果

でしかありません。 

 以上のことからも、並行在来線函館本線小樽・

長万部間のバス転換は容認できません。北海道新

幹線札幌延伸開業までＪＲ北海道が運行すること

が前提です。当初2030年末としていましたが、倶

知安から新幹線駅前開発などを理由に開業の前倒

し議論が出ています。倶知安駅には、函館本線小

樽長万部間に関わる信号機のターミナルがありま

す。前倒しを口実にターミナルごと駅舎が解体さ

れれば、列車が運行できなくなる重要問題です。

並行在来線函館本線小樽・長万部間の列車運行を

続けていく中で、国と北海道の責任も問いただし

ながら最後まで鉄路存続を諦めないことが重要で

す。以下、伺います。 

 （１）、バス転換に方針決定したことについて、

住民説明会を開催し、町長として説明責任を果た

すことについて。 

 （２）、北海道新幹線札幌延伸開業までＪＲ北

海道が責任を持って運行を続けることが前提条件

です。前倒しなどを認めないことについて。 

 （３）、倶知安町は駅前開発のため現ＪＲ倶知

安駅を解体しようとしています。駅には小樽長万

部間の信号機に関わる設備があるため、失えば運

行できなくなります。保全を強く訴えることにつ

いて。 

 以上、伺います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁します。 

 １点目の住民説明会についてですが、町内の多

くの世帯へお知らせをすべく「広報よいち」の６

月号にこれまでの経過を含め２ページにわたり掲

載し、町民の皆様にお知らせしたところでありま

す。説明会については、特別委員会でも述べてお

りますが、開催についての必要性の情報を収集す

るよう担当に指示しているところです。 

 ２点目と３点目のご質問についてですが、ＪＲ

北海道は、原則として北海道新幹線札幌延伸時の

開業時まで並行在来線を運行すると述べていま

す。新幹線新駅の首長からはバス転換前倒しの要

望が出ていますが、本町は新幹線開業時までＪＲ

による運行を主張しています。 

〇15番（中谷栄利君） この間住民からの要望と

して、本当に余市駅まで列車が来なくなることは

あるのかという話もありますが、この問題につい

てはよく議論を踏まえて話し合わなければならな

い。課題について、道新の記事にもありますよう

に、やっぱり財政負担が先行して、そのことによ

ってバス転換という結論を見いだしたことに対し

てもっと議論すべきことはなかったのか、そうい

ったことが報道もされていましたし、そのことが

本当に真実だと思います。対策協議会で議論され

ているかなと思いますけれども、あるところでは

そういった着工５条件についての前提となる新幹

線の見通しだとか、そういった問題が一向に説明

どころか十分な議論もされていない。むしろ国土

交通省の指針である地方の公共交通については、

沿線自治体の責任で何をもって地方交通を維持し

ていくのか、それはスキームになっている。北海
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道においても財政負担はできない、その一点張り

で、膨大な赤字、ましてやただ同然で渡したＪＲ

北海道の沿線に資産等も引き受ける。また、老朽

化している問題についても修繕も行う、そういっ

たことが突きつけられてきた協議会だったと思い

ます。それで、私の質問の最後に書いていますけ

れども、この問題についてやはり北海道新幹線が

開業されるまで時間が残っている。その時間をい

かに、本当に沿線自治体として、余市町としてこ

の問題を、北海道がこれまで対策協議会でやって

きたような議論で終わらせることなく、国と北海

道の交通圏、また貨物だとか、後志の食料をきち

んと確保する意味でもそういった物資の輸送手

段、あるいは私たちも言っている有珠山噴火に備

えた代替路線、そういった問題も含めてどうやっ

て議論していくのか。この2030年新幹線札幌開業

までの間にこのことを十分議論していくのが必要

だと思っています。そういったこと前提に置いて、

町長の口から、やはり住民説明会を開催し、住民

からの質問、意見、要望に答えていくような説明

会の開催が必要だと思います。いろいろ文書で説

明されているという話もありましたけれども、こ

の説明会においてはいろいろな住民の要望に対し

て答えをやはり直接聞きたいと、質問に答えてい

ただきたいと、そういう話もあるわけですから、

きちんと膝を交えた住民説明会で町長自らの言葉

で考えを示していただくということが大切でない

かと思っていますので、あえてそのことについて

再度お伺いしたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 住民説明会に関しては特にやりたくないという

わけでもなくて、必要あれば全然やるつもりであ

るので、担当には指示しているところです。この

問題は、よく御存じかと思いますが、余市以外は

もちろんバス転換にすべきだということで、沿線

自治体に判断が丸投げされた状況なわけです。本

来であれば、広域自治体である北海道がイニシア

チブを取るべきところ、ほかの県であれば県単位

で方向性を示して、別の結論を導いているという

県もあります。しかし、北海道に関してはそれが

なかったので、その点私は何度も指摘しています

し、北海道がきちんとイニシアチブを取るべきだ

というふうに言っていて、沿線の自治体の首長の

判断でできる問題ではないですから、これは。と

いうこともいろいろな場で主張しているわけで

す。この点は説明会の開催の有無とちょっと違う

話になるので、説明会については特に、先ほど答

弁したとおりですが、今後の議論の流れとしては

これから、北海道がそういう立場である以上、並

行在来線を残すという話にはならないので、あと

はその後の新しい交通体系の話になってくるので

はないのかなというふうに思っています。新しい

交通体系をつくるに当たっては、これも各所で説

明したかと思いますけれども、住民を巻き込んだ

説明会というか、協議会はつくっていく必要があ

るというふうには考えています。 

〇15番（中谷栄利君） 説明会はぜひやるべきで

すし、先ほど答弁の中でバス転換を決めた余市よ

りも長万部のほうの自治体の話も出ましたけれど

も、これについてはいろいろな思惑があったと思

います。どう考えても小樽余市間というのは採算

性もあり、利用密度も高い。そういった中でここ

は残していく、そういったつながりで沿線自治体、

そのほかの仁木、倶知安、ニセコ、蘭越、黒松内

となっていくのですけれども、そういった中では

線路を残していただくのだったら、そういった問

題についてやはり一緒になって頑張りたいという

気持ちが私はあったし、感じてきているのです。

それをもってやはり沿線自治体にも鉄道を残して

もらいたいという住民の会の組織もできたし、蘭

越では住民からのアンケート用紙を基に町長も大

いに住民の会の会合には参加してくれるという変

化もありました。そういった中で、当初経営分離
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に同意した町長は正直言ってニセコ町長以外は全

部替わっております。そういったことも、それが

あるかどうか分かりませんけれども、この問題に

ついてやはり鉄道の価値が一体どうなのか、厳寒

期の北海道で実際にバスを維持できるのか、また

140キロの長大な路線をどうやってバス事業者が

長万部小樽間を結ぶのか、そういったところは曖

昧な状況で、いまだにそういった見通しが示され

ていない。そういった中でバス転換が決定してい

るので、本当に逆立ちしているのではないかなと

思っています。そういうこと考えれば、バスと列

車の違いって、あえて述べますけれども、出発時

間が決まって、到着時間が決まっている。しかも、

大量に人は移動して、少ない乗車人員で移動でき

る、そういった利点を考えたときにこれはバスで

は賄えない。また、７時台と７時40分の通勤、通

学で通う人たちが乗り切れないことがないように

対応しなければならないという問題もあります。

こういうことがＪＲの時刻表によって一定のこと

が保証されている中で余市に住みついて、札幌圏

に通勤、通学できるということを見込んで余市で

生活する人もいます。現に私がその一人です。そ

ういったことを考えて、バス転換のほうがいいの

か、やっぱり列車として残したほうがいいのか、

そういったことも十分考えていかなければならな

い。そういったことも含めて多様な意見を持って

いる住民の皆さんですから、ぜひそういった話を

じかに町長の言葉でバス転換の方針決定した理由

と住民から寄せられた意見について膝を突き合わ

せて答えていただきたい。ぜひやっていただきた

いと思います。 

 次に、２番目について話しますと、2030年北海

道新幹線札幌延伸開業までＪＲ北海道が責任持っ

て運行する。それがやはりその間に残されている

この時間、ましてこの間燃料費が高騰していたり、

鉄道建設資材等も併せて高騰している中で十分建

築が進められない状況も、国土交通省のほうでむ

しろ工事を遅らせて、資材が安くなったときを見

計らって進めるべきでないかというような記事も

見たことがありますけれども、本当に残された、

ＪＲが責任持って運行している間にぜひ様々な問

題についてやっぱり議論していかなければならな

い。そういった大事な時期だから、それが駅前開

発だとか、あと札幌圏のＪＲ北海道の抱えている

不動産とか札幌駅前開発だとか、そういったこと

が目当てで開業前倒し、札幌オリンピックに合わ

せてやるだとか、そういったことがないようにや

っぱり前提条件、新幹線開業まで責任持って運行

するということに対して厳しく対応していただき

たい。町長はそれは前提条件だと言っていますけ

れども、結構倶知安の駅前開発のほうに押されて、

蘭越やいろいろなところの自治体首長が結構そこ

に押されている状況も聞いております。その前提

条件であることをしっかり趣旨説明して、小樽市

の首長は町長が、市長が決してこの前倒しに折れ

ないようにきつく協議会の中で齊藤町長の主張を

していただきたいと思います。そのことについて

お願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 先ほども申し上げましたけれども、もちろん各

自治体で思惑が違って、倶知安ですとか長万部は

前倒ししたいという話もあります。その中で、先

ほどの答弁と同じですけれども、余市に関しては

札幌延伸開業時までちゃんと運行してくださいね

ということを主張しているということでありま

す。 

〇15番（中谷栄利君） それで、あえてここに倶

知安駅前開発のために現在のＪＲ倶知安駅が、駅

前公園の開発で駅舎は邪魔になってくるので、そ

の建設計画が、ちょっと正式名称忘れてしまいま

したけれども、倶知安駅前の都市開発の計画が出

ています。それによれば、2025年にはその駅舎が

邪魔になるために解体、あるいはまさか移動はな



 

－93－ 

  

いと思いますが、解体し、駅前開発を進めるよう

な計画であったと思います。もちろん小樽長万部

間の信号ターミナルがある以上、ここを、やはり

駅前開発するなら駅舎を、信号設備をきちんと保

全して、2030年までの新幹線開業までＪＲが責任

持って運行することが前提条件ですから、その信

号設備を保全して、きちんと運行できるようにす

る、それが前提条件だと思います。倶知安町の計

画だからと言わずに、在来線の今の存続問題にも

関わる問題なので、前倒しは認めないけれども、

この倶知安駅前開発には口出しできないというこ

とではなく、そのことについても2030年までの開

業まで在来線をＪＲが責任持って運行することが

前提条件になる、そのこと自体がこの倶知安駅前

開発で崩されることは許されないというようなこ

とも含めてきちんと強く言っていただきたい。そ

のことについて答弁お願いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 信号設備が倶知安駅にあるということと開業時

まで列車の運行をしないという話とは別問題なの

で、倶知安駅を解体したところできちんと余市ま

ではＪＲ、信号設備、何とかして残してください

ねという話は私から言っているところです。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時３６分 

                              

再開 午後 １時５０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位５番、議席番号13番、安久議員の発言

を許します。 

〇13番（安久莊一郎君） 私は１件、原子力災害

への対応についてを質問いたします。 

 政府は今年の骨太の方針を閣議決定し、エネル

ギー安全保障を重要課題と位置づけました。原子

力については、昨年の可能な限り依存度を低減し

つつから最大限活用すると方針を転換しました。

原子力災害は、住民の命と健康を危険にさらし、

日々の営みを奪い、地域社会を解体へと導き、自

然、環境も破壊するという大規模で幾世代にもわ

たり被害をもたらす特殊な災害であることは既に

東日本大震災で明らかです。通常の自然災害と異

なり、住民と自治体にとっても平時から特別な対

応が必要となります。専門家からは自治体におい

ても原子力発電と放射能に関する専門的知識や技

術的知識を持った職員の確保、育成が必要である

との声が出ています。余市町は町内全域をＵＰＺ、

泊原発から半径30キロメートル圏内と指定されて

いますが、住民避難に関わり、以下質問します。 

 １、放射性線量率によって屋内退避となるが、

放射線の遮蔽はもちろん、放射性物質の遮断も完

璧ではない。一時移転の場合は１週間以内、退避

の場合は１日以内屋内の退避とされていますが、

被曝のおそれがあるのではないか。 

 ２、住民避難にバスが重要な役割を担わされて

いるが、北海道新聞の報道によると、北海道バス

協会加盟の大手も含む６社のうち３社ができない

と困難と回答している。町民のバス避難に支障は

ないのか。 

 ３、避難行動要支援者の避難、一時移転につい

て。 

 ４、避難先が札幌市内、中央区、南区のホテル

や旅館となっているが、泊から札幌では西風が吹

くことが多く、札幌は泊の風下に位置する。避難

先としての妥当性について。 

 ５、東京電力福島第一原発事故に対して最高裁

は事故に対する国の責任を否定した。大規模津波

は想定できない、対策を取っても事故は防げない

とした。原発事故に対する最大、最良の対策はエ

ネルギー政策の転換であり、泊原発は廃炉に、こ
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れが地域住民の願いです。見解を求めます。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の質問に

答弁します。 

 １点目の屋内退避については、泊発電所におけ

る原子力災害の発生状況に応じた対応行動を行う

ことになっています。原子力災害対策指針では、

毎時20マイクロシーベルトを超える場合には１週

間以内をめどに一時移転を行い、毎時500マイクロ

シーベルトを超えた場合１日以内に避難を行うこ

とになっています。 

 ２点目の住民のバス避難については、道、北海

道バス協会、会員事業者で構成される原子力防災

における緊急輸送に関する検討会が令和４年５月

26日に開催され、バス要請運行要領に基づく緊急

輸送の対応について出席した会員事業者から協力

をいただけることを改めて確認した旨の報告を受

けています。 

 ３点目の避難行動要支援者については、余市町

地域防災計画原子力災害対策編、退避等措置計画

に基づいて対応していきます。 

 ４点目の避難先の妥当性については、北海道地

域防災計画原子力災害編において発電所から５キ

ロメートル圏内のＰＡＺ地域から30キロメートル

圏内のＵＰＺ地域の全住民を円滑かつ迅速、確実

に避難させるべく北海道が専門家を交えて定めら

れた計画であり、これら実施の可否についても国

の原子力防災対策機関、原子力対策の専門家との

連携を図りながら判断されるものであり、避難先

として妥当であると考えます。 

 ５点目の泊原発については、札幌地方裁判所に

より運転差止めの判決が下り、双方により控訴さ

れている状況であることから、今後の動向につい

て注視するとともに、安全性の検証がなされない

中で再稼働については慎重に対応すべきと考えま

す。 

〇13番（安久莊一郎君） まず、屋内退避につい

てです。 

 今町長が言われたように、放射線量率によって

一時退避とか屋内退避の仕方が変わっていますけ

れども、この屋内退避のことについて、やっぱり

放射線が、放射物質が漂って襲ってくるときに屋

内退避だけで十分なのだろうかという問題です。

余市町のパンフレットによりますと、ドアや窓を

閉めると。窓から離れて、屋内の中央にいると。

換気扇は止めるというように出ております。しか

し、放射線の通過度というのがありまして、放射

線もいろいろありますから、アルファ線、ベータ

線、ガンマ線とか中性子もあります。鉛とか鉄で

防げるもの、最後は中性子は水で止めることにな

りますけれども、このように放射線の中に一般の

家屋に屋内退避しても影響を受けるというのがあ

るわけです。だから、屋内退避必要な場合に、先

ほど町長言われたように、１週間以内とか、それ

から１日以内、まず屋内退避してから避難すると

いうことになりますから、その間に被曝してしま

うということがありますので、この屋内退避の問

題は町民の安全から考えてやっぱり慎重にしなけ

ればならない問題ではないかということです。そ

れについてまず見解を伺います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 質問の趣旨が、すみません、よく分からないの

ですけれども、いずれにせよ原子力災害対策指針

に基づいて屋内退避をするということになってい

るということでございます。 

〇13番（安久莊一郎君） 理解していただけなか

ったのは非常に残念ですけれども、放射線によっ

て一般家屋は、一番いいのは鉄筋コンクリートで

す。きちんとしたところは遮蔽、遮断もできるわ

けですけれども、我々が住んでいる一般家屋でこ

れをやろうと思うのは非常に難しい問題だという

こと、そのことを言いたかったわけです。ぜひそ

こを理解していただきたいと思います。 

 それから、２つ目のバス避難についてです。こ
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れについては、今年の５月に道新で報道がありま

すけれども、そのトップは、見出しは何かといい

ますと、泊事故時、バス避難厳しくと。６社中の

半数、できない、困難、これが今年の５月の道新

の報道です。それから、2018年、平成30年ですけ

れども、このときの７月の同じく道新、この道新

の独自取材でバス会社６社に当たっているわけで

す。先ほど言いました今年の５月も同じです。こ

の６社はどちらも同じなのです。この2018年の見

出しもバス輸送できない、困難、泊事故時、避難

対応の６社、ですから私今紹介した今年と2018年

の道新の取材は同じ６社を取材していまして、そ

の半数ができない、困難であると言っているわけ

です。ですから、先ほど町長言われたように、泊

事故時の避難でバス会社がバス輸送ができないと

いう状況、これはそもそも事故対応としては町民

の安全、命が奪われるということになると思うの

です。だから、これについてさらに真剣にやっぱ

り考えなくてはいけないのではないかと思いま

す。バス会社がこういうふうに取材に応じている

ということは、バスの要請要領というのがありま

して、それは道が要請して、しかしこれが強制力

がないのです。そして、バス会社が派遣を判断し

て取り組むということになっていますから、ここ

が一番の問題だと思うのです。だから、これにつ

いて再度お聞きしたいと思います。 

 それから…… 

（何事か声あり） 

 まずは、それについてではお聞きしたいと思い

ます。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 質問の趣旨は、バスが確保できないのではない

かということでよろしいですか。それでしたら、

先ほど申し上げましたとおり、北海道、北海道バ

ス協会、会員事業者で構成される検討会で会員事

業者から協力をいただけるということを確認した

と北海道のほうから報告を受けているということ

でございます。 

〇13番（安久莊一郎君） 道のバス協会が中心で

バス業者等々にまとめているわけですけれども、

その中で、取材の中でやっぱり道に対する不信感

がバス業者から訴えられているのです。ですから、

そういうのをちゃんとしないと、事故があったと

きに運転手がそういう放射能汚染されているとこ

ろに入っていくわけです。だから、きちんとやっ

ぱり防護だとかこうすれば安全であるということ

を徹底しないと、バス運転手もそこには行けない

のです。だから、そういったことをきちんとやっ

ていないから、バス会社もできないとか困難であ

るという回答になってしまうのです。これは道が

やることになっていますけれども、やっぱり町と

してもきちんと道にそれを申し入れて、きちんと

やらせると。そうしないと、避難がバスではでき

なくなってしまうということを言いたかったので

す。 

 それから、次の３点目です。避難行動要支援者

の避難、一時移転について取り組むということで、

取組をやられていると思うのですけれども、これ

を支援する人は、余市町内では支援者の名簿等、

その人を支援する人たち、これはもう決まってい

るかという問題です。それから、要支援者に対し

ては個別の計画を立てて、やっぱりそれぞれ事情

が違って、置かれている状況も違う人たちなので

す。それはきちんとそれがされているかどうかと

いうことを伺いたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 個別の支援計画なのですけれども、様々な別の

防災系の答弁でもしておりますが、都度更新、策

定していっているということであります。 

〇13番（安久莊一郎君） きちんとそこはやって

いただきたいと思います。 

 それから、東電の事故に対しての最高裁の判断
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が出ていましたけれども、やっぱりそこに書いて

あるように、この判決、これは原告からしてみれ

ば到底許されるものでないということで原告の怒

りを買っている問題ですけれども、ここで言って

いることをそのまま理屈で通せば、津波対策でき

ないということであるから、事故を防ぐことがで

きないと、今の知見の中では。そうなれば、私が

質問に書いたように、やっぱり事故を防ぐことが

できないのであれば、事故のもとを断つ。そのた

めには泊原発を廃炉にすると、これが地域住民の

願いだと思うのです。ですから、やっぱりそこの

ところに立ち返ってしまうのです。やっぱりこの

原発事故というのは一たび起これば、福島の例を

見るまでもなく、本当に非常に、ふるさとを追わ

れて、戻ってくるのに、今まだ福島に戻ってこれ

ない方がたくさんいる。こういうことを余市で繰

り返してはならないと思います。ですから、そこ

のところも重大視して、町民の命と暮らし、安全

を守るということでやっぱり取り組んでいただき

たいと思います。そのことについてお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 原子力発電所、全廃するべきだというような主

張でありますが、これは国家の全体の中のエネル

ギー政策の中で議論すべき話であります。いずれ

にせよ、再エネで全て賄えるのが一番いいかと思

いますけれども、それまでの間のコストなり、も

ちろん今の国際情勢などあることから、単純な議

論ではないので、その点は全体のエネルギー政策

を見る必要があるというふうに考えています。 

〇議長（中井寿夫君） 安久議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時０９分 

                              

再開 午後 ２時２０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位６番、議席番号８番、白川議員の発言

を許します。 

〇８番（白川栄美子君） 令和４年第２回定例会

におきまして、さきに通告しております１件につ

いて質問いたします。 

 ３歳児健診の屈折検査導入について伺います。

令和３年第４回定例会で３歳児健診の視覚検査に

ついて質問いたしました。屈折検査導入の考えに

答弁として現在行っている視力検査の充実を図

り、導入自治体の状況を注視するとの答弁をいた

だいておりました。また、家庭で行う検査は適正

に判断する材料ではないとの質問には、保護者が

行うアンケートは一定程度の効果があるとの答弁

をされておりました。子供の視覚機能は成長とと

もに発達し、６歳から８歳までに固まり、その過

程で強い屈折異常のある場合、早期に治療を開始

できないと弱視となり、一生涯視力は不良となる

とのことで、眼科医は屈折検査の必要性を指摘さ

れております。専門機器を用いて屈折異常を調べ

る屈折検査が有効だとされていることから、厚生

労働省は2022年予算で自治体に機器購入の補助を

する事業を開始したと伺っております。母子保健

対策強化事業の一つとして経費の半分を財政支援

すると伺っております。そこで、以下質問いたし

ます。 

 １つ目に、前回屈折検査導入の考えを伺った際

には現在行っている視力検査の充実を図ると言わ

れておりましたが、具体的にどのようなことを考

えておられるのか伺います。 

 ２つ目に、令和４年から厚労省では自治体の機

器購入の経費の半分を財政支援するとしているこ

とから、この機会に国の制度を活用されて、屈折

検査の導入を進めてはどうか、町長の見解を伺い

ます。 

 以上１件、ご答弁よろしくお願いいたします。 
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〇町長（齊藤啓輔君） ８番、白川議員の質問に

答弁いたします。 

 １点目の視力検査の充実についてですが、家庭

での検査の精度を上げるため視力検査の重要性に

ついて周知徹底を図り、３歳児健診時での視力検

査の確認や目の異常を確認する問診を強化すると

ともに、精密検査未受診者へ勧奨をし、視覚異常

の早期発見につなげます。 

 ２点目の屈折検査の導入については、厚生労働

省が屈折診断機の導入に半額の補助予算を計上し

ていることもあり、本町でも導入すべく既に担当

には指示を出しました。 

〇８番（白川栄美子君） １番目の具体的にどう

いうふうに考えているかという答弁は分かりまし

た。 

 ２番目には、既に購入することを担当課に伝え

てあると、そういうご答弁いただきました。本当

によかったなと思っております。これ本当に余市

町も全くいないわけではなくて、前回の質問の答

弁にも余市町は年間３名から５名ぐらいいると。

その中でも要治療、要経過観察が１名から２名い

ると。そういう中で病院に勧めているということ

なのだろうと思うのです。この国の制度が出来上

がったことで徐々にほかの自治体でも進めてい

る、増えてきているというお話も伺いました。こ

の国の制度が始まる前に、何か月かぐらい前には

倶知安町で我が党の議員が質問したときに行政の

ほうでやりますということでやられたという話も

聞きました。その中で本当に余市町としてはすぐ

やっぱり町長も手を打って、導入してくれるとい

うお話も聞きましたので、自分たちの町の子供は

自分たちの町で守らなければいけないので、本当

にこの結果はよかったなと思いますので、これい

つ頃導入して、検査のほうに結びつけられると考

えておりますか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ８番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 できるだけ早くということなのですけれども、

今年度の厚生労働省の予算がまだ余力があるとい

うので、それを活用してということになりますの

で、どこかのタイミングできちんと予算を設計を

するようになると思いますが、いつという確定的

なことは言えませんが、今担当課のほうで在庫と

か財務的な調整をしているところです。 

〇８番（白川栄美子君） 今担当課とも打合せし

ながら進めているということですので、ぜひとも

速やかに、本当に大きなことだと思いますので、

進めていっていただければと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。答弁はよろしい

です。 

〇議長（中井寿夫君） 白川議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

                              

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 会議規則第９条第１項の規定に基づき、25日か

ら26日までの２日間は休会といたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、25日から26日までの２日間休会とする

ことに決しました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、27日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ２時２８分 
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